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一 

国
家
公
務
員
の
た
め
の
国
設
宿
舍
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
関
す
る
政
令
は
、
四
月
一
日
公
布
の
予
定
で
あ
る
。
そ
の

政
令
に
お
い
て｢
使
用
料
の
基
準
は
審
議
会
の
議
を
経
て
、
大
蔵
大
臣
が
定
め
る｣

こ
と
に
な
つ
て
い
る
。
審
議
会
を
開 

き
、
具
体
的
な
使
用
料
の
基
準
の
金
額
を
決
定
す
る
が
、
そ
れ
に
基
い
て
個
々
の
宿
舍
の
使
用
料
を
徴
收
す
る
時
期
は
大

体
五
月
一
日
か
ら
の
予
定
で
あ
る
。 

二 

従
来
使
用
料
は
、｢

元
金
の
八
分
よ
り
一
割
迄
を
制
限
と
し
適
宜
斟
酌
し
て
取
立
」
て
る
こ
と
と
な
つ
て
お
り
、
各
省
各

庁
の
長
に
一
任
さ
れ
て
い
て
そ
の
金
額
は
一
定
し
て
い
な
か
つ
た
。 

今
回
の
政
令
に
お
い
て
は
、
宿
舍
の
使
用
料
の
基
準
は
都
道
府
県
ご
と
に
三
種
の
区
域
別
（
六
大
都
市
、
そ
の
他
の
市

及
び
町
村
）
に
定
め
る
こ
と
と
し
、
公
営
住
宅
（
地
方
公
共
団
体
が
一
般
に
賃
貸
す
る
住
宅
）
の
使
用
料
の
、
当
該
宿
舍
設

置
の
年
以
前
五
年
間
（
昭
和
二
十
四
年
度
以
前
に
設
置
さ
れ
た
既
存
宿
舍
に
つ
い
て
は
昭
和
二
十
四
年
度
以
前
五
年
間
）
の


均
額
の
二
倍
と
す
る
こ
と
に
な
つ
て
い
る
。
従
つ
て
区
域
別
に
使
用
料
は
異
な
る
が
、
大
体
東
京
に
お
い
て
は
一
坪
当 

衆
議
院
議
員
岡
田
春
夫
君
提
出
国
設
宿
舍
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書 

三 

 



三 

無
料
宿
舍
の
貸
與
を
受
け
る
公
務
員
は
、
次
の
通
り
。 

5 

官
署
の
管
理
責
任
者
で
官
署
の
構
内
に
常
時
居
住
す
る
必
要
の
あ
る
者
。 

4 

へ
き
地
の
官
署
又
は
特
に
隔
離
さ
れ
た
官
署
に
勤
務
す
る
者
。 

3 

研
究
所
又
は
国
立
大
学
内
の
研
究
機
関
に
従
事
す
る
者
で
、
継
続
的
に
研
究
実
験
に
従
事
す
る
こ
と
を
必
要
と
す
る

職
に
あ
る
者
。 

2 

通
信
施
設
に
関
連
す
る
非
常
勤
務
に
直
接
服
す
る
こ
と
を
必
要
と
す
る
職
に
あ
る
者
。 

1 

国
立
病
院
、
警
察
署
等
政
令
に
列
挙
す
る
官
署
に
勤
務
す
る
者
の
う
ち
、
国
民
の
生
命
財
産
の
保
護
の
た
め
の
非
常

勤
務
に
直
接
服
す
る
こ
と
を
必
要
と
す
る
職
に
あ
る
者
。 

り
月
六
十
円
程
度
、
地
方
に
お
い
て
は
そ
れ
よ
り
多
少
低
額
と
な
る
と
思
わ
れ
る
。 

更
に
寮
（
各
世
帶
ご
と
の
炊
事
施
設
を
有
し
な
い
宿
舍
）
及
び
損
耗
の
程
度
著
し
い
宿
舍
に
つ
い
て
は
減
額
し
、
又
公
用

部
分
に
つ
い
て
は
控
除
す
る
こ
と
と
な
つ
て
い
る
。 

、 
 、

四 

 



 

五 

で
あ
る
が
、
1
か
ら
3
ま
で
に
掲
げ
る
職
、
4
に
掲
げ
る
官
署
、
5
に
掲
げ
る
者
は
、
審
議
会
の
議
を
経
て
大
蔵
大
臣
が

指
定
す
る
こ
と
と
な
つ
て
い
る
。 

四 

公
務
員
の
う
ち
国
設
宿
舍
に
居
住
す
る
公
務
員
の
住
居
費
に
つ
い
て
は
、
有
料
宿
舍
の
使
用
料
は
、
従
来
甚
し
く
低
額

で
あ
つ
た
が
、
国
設
宿
舍
に
関
す
る
法
律
に
よ
つ
て
合
理
的
な
使
用
料
を
徴
收
す
る
よ
う
変
更
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
こ

の
た
め
に
、
特
に
給
與
ベ
ー
ス
の
改
訂
を
要
す
る
程
、
従
前
に
比
し
著
し
く
値
上
を
行
う
こ
と
に
な
ら
な
い
も
の
と
考
え

て
い
る
。 

但
し
公
務
員
の
実
質
賃
金
の
向
上
に
対
し
て
は
各
般
の
途
を
講
じ
善
処
し
た
い
。 

右
答
弁
す
る
。 


	b007094_表紙.pdf
	b007094_本文.pdf

